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訓 令

高知県訓令第 9号

本　　　庁

各出先機関

高知県建設工事検査規程の一部を改正する訓令を次のように定

める。

令和 7年 6月20日

高知県知事　濵田　省司

高知県建設工事検査規程の一部を改正する訓令

高知県建設工事検査規程（昭和42年 1月高知県訓令第 3号）の

一部を次のように改正する。

第14条中「契約金額」を「請負対象金額」に、「250万円」を

「400万円」に改める。

附　則

この訓令は、令和 7年 6月20日から施行する。

高知県訓令第10号

本　　　庁

各出先機関

高知県土木設計等委託業務検査規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。

令和 7年 6月20日

高知県知事　濵田　省司

高知県土木設計等委託業務検査規程の一部を改正する訓

令

高知県土木設計等委託業務検査規程（平成13年 4月高知県訓令

第14号の 2）の一部を次のように改正する。

第14条中「契約金額」を「契約対象金額」に、「100万円」を

「200万円」に改める。

附　則

この訓令は、令和 7年 6月20日から施行する。

告 示

高知県告示第439号

令和 6 年 4 月高知県告示第348号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を四万十町役場に掲示す

るとともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 7年 6月20日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡窪川町奥呉地 3番屋敷

イ　氏名

西村　和三郎

( 2 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡窪川町奥呉地 3番屋敷

イ　氏名

西村　仙次

( 3 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡窪川町奥呉地 3番屋敷

イ　氏名

宮本　玉光

( 4 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡窪川町奥呉地 3番屋敷

イ　氏名

市川　盛重

( 5 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡窪川町奥呉地41番地

イ　氏名

西村　重美

( 6 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡窪川町東川角乙29番地

イ　氏名

中平　英男

( 7 )ア　登記簿記載の住所

愛媛県新居浜市八雲町12番233号

イ　氏名

佐伯　寛子

( 8 )ア　登記簿記載の住所

高知市福井町1796番地 8

イ　氏名

久保　明宏

( 9 )ア　登記簿記載の住所

東京都大田区大森西三丁目 7 番18号　ジュネス石原

305

イ　氏名

谷岡　祐志

(10)ア　登記簿記載の住所

兵庫県明石市松の内一丁目13番地12　ハイツ静徳

イ　氏名

藤田　直久

(11)ア　登記簿記載の住所

高岡郡仁井田村床鍋600番地

イ　氏名

佐竹　梅松

(12)ア　登記簿記載の住所

高岡郡中土佐町久礼6318番地

イ　氏名

利岡　栄子

(13)ア　登記簿記載の住所

高知市新本町二丁目103番地

イ　氏名

小松　章男

(14)ア　登記簿記載の住所

香川県木田郡庵治村6378番地

イ　氏名

大東商事有限会社

(15)ア　登記簿記載の住所

高岡郡中土佐町久礼6211番地

イ　氏名

岩崎　禎子

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

高岡郡四万十町奥呉地字タヲガ谷591の 1 から591の 3 ま

で、591の 8 、594の 1 、594の 2 、字ユヅリバコエ山586の

7 、586の 8 、588、589、字柚ガ谷590、字蕨山595、床鍋字

虎枝谷1241の30、1241の36、字虎杖谷1241の 5 、1241の 9 、
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1241の10、字大呑谷1242の 1、1242の10、1242の11、1242の

15、1242の17、1242の18、1244の 2 、1244の 4、1244の 5 、

1244の 7、1244の 9 、1244の13、1246の 2 、1247の 3、1247

の 4 、1248の 1 から1248の 3 まで、字有之木1339の 1 から

1339の 5 まで、1340の 4 から1340の 6 まで、1341の 1 から

1341の 4まで、1343の 1、1343の 3

( 2 )　保安林として指定された目的

水源の涵
か ん

養

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第440号

令和 6 年 4 月高知県告示第350号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を四万十町役場に掲示す

るとともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 7年 6月20日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡東上山村中津川13番屋敷

イ　氏名

　　　　田辺　源太郎

( 2 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大正村中津川字向ヒ宮鎮座

イ　氏名

　　　　河内神社

( 3 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大正町中津川639番地

イ　氏名

　　　　田辺　巌

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

高岡郡四万十町大正中津川字東峯山616の 1 、616の 2 、

616の 5 、616の 6、616の 9 から616の12まで、616の15、616

の16、616の18、617の 1 、617の 2 、617の 4 から617の12ま

で、617の15、617の16、617の31、617の32、617の34から617

の39まで、617の41、617の43、617の45から617の48まで、

617の50、617の56

( 2 )　保安林として指定された目的

水源の涵
か ん

養

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第441号

令和 6 年 4 月高知県告示第351号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を四万十町役場に掲示す

るとともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 7年 6月20日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )　登記簿記載の住所

　　　高知市小津町 3番 3号

( 2 )　氏名

　　　片岡　寅次郎

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

高岡郡四万十町芳川字フルセ426の 1 、426の14から426の

28まで、字ムクロウジ424の 1 、424の 2 から424の19まで、

424の21、424の25、424の26、424の27、424の29から424の32

まで、424の34、424の35、424の39、字下谷山423の 1 、423

の 2 、423の 4 、423の 5 、423の11から423の17まで、423の

19から423の24まで、423の27、字弓引ノ畝425の 1から425の

3まで、425の 7から425の 9 まで、425の11、字上長419の 1

から419の 7まで

( 2 )　保安林として指定された目的

水源の涵
か ん

養

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第442号

令和 6 年 4 月高知県告示第352号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を四万十町役場に掲示す

るとともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 7年 6月20日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市中万々257番地 1

イ　氏名

　　　　山崎　捷暉

( 2 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡四万十町大正中津川516番地11

イ　氏名

　　　　岡﨑　妙

( 3 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡四万十町相去479番地

イ　氏名

　　　　宮脇　正三

( 4 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市百石町四丁目 4番15号

イ　氏名

　　　　岡林　あや子

( 5 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡大正町相去521番地

イ　氏名

　　　　中町　孝之

( 6 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市春野町甲殿779番地

イ　氏名

　　　　岡崎　龍明

( 7 )ア　登記簿記載の住所

　　　　大阪市東淀川区豊里町287番地 3

イ　氏名

　　　　蔵所　富士雄

( 8 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡大正町相去220番地

イ　氏名

　　　　東　晴美

( 9 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡大正町相去371番地 2

イ　氏名

　　　　宮崎　昭一

(10)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大正町田野々233番地 7

イ　氏名

　　　　小松　一秀

(11)ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡大正村相去96番地

イ　氏名

　　　　吉良　常八

(12)ア　登記簿記載の住所

高岡郡窪川町窪川442番地

イ　氏名

香川　渡

(13)ア　登記簿記載の住所

岡山県倉敷市中畝一丁目 4番41号

イ　氏名

竹内　楠則

(14)ア　登記簿記載の住所
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高岡郡大正町相去511番地

イ　氏名

竹内　楠則

(15)ア　登記簿記載の住所

高岡郡窪川町折合12番地

イ　氏名

西村　保喜

(16)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市朝倉戊467番地23

イ　氏名

　　　　岡林　通俊

(17)ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡大正町相去220番地

イ　氏名

　　　　二宮　巳利

(18)ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡四万十町相去17番屋敷

イ　氏名

　　　　竹内　繁吾

(19)ア　登記簿記載の住所

　　　　住所なし

イ　氏名

　　　　吉良　伊之助

(20)ア　登記簿記載の住所

　　　　住所なし

イ　氏名

　　　　美間　弥太郎

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

高岡郡四万十町相去字カキノキサコ694の 1、694の 5 から

694の 9 まで、字カクレサコ698の 1、698の 2 、698の 6から

698の 8 まで、字カタキ山696の 5 、696の 8 から696の12ま

で、696の15、696の16、字シダ尾谷山650の 1 、650の 2 、

650の 5 から650の 7まで、651の 1、字セイモト山699の 1、

699の 4から699の 7まで、字ツルイノ谷634の 1、634の 3か

ら634の 7 まで、634の 9 、634の10、634の12、634の16から

634の21まで、636、字ナシリ山648の 1 、648の 3 、649、字

バショ山705の 1、705の 4、字モモノ畝706の 1、706の 4、

706の 5 、字ヤシキ山702の 1、702の 3から702の 6まで、字

ユルタニ山628の 1 、628の 4 、628の 6 、628の13から628の

15まで、628の17、628の18、628の20、628の21、628の23、

628の24、字奥屋敷山640の 1から640の 3まで、640の 5 から

640の15まで、641の 1から641の 4まで、字黒見山637の 1、

637の 2 、638、639の 1 から639の12まで、字札場山690の

1 、690の 2 、690の 4 、690の 6 、690の 7 、字小森山627の

1、627の 3から627の 6まで、627の 8 から627の13まで、字

上札場山692の 1 、693、字大平山695の 1 、695の 3 から695

の 8 まで、字大本谷山686の 1、689の 1、689の 3から689の

5 まで、689の 7から689の10まで、字中谷山647の 1から647

の 4 まで、字椿木山697の 1 から697の12まで、字明畑山642

の 1から642の 4まで、643の 1、643の 2

( 2 )　保安林として指定された目的

水源の涵
か ん

養

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第443号

公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第 2条第 1項の規定に

より公有水面の埋立てについて免許の出願があったので、同法第

3条第 1項の規定によりその要領を次のとおり告示する。

なお、その関係書面及び関係図書は、この告示の日から起算し

て 3週間高知県土木部港湾・海岸課及び高知県幡多土木事務所土

佐清水事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和 7年 6月20日

高知県知事　濵田　省司

1　公有水面埋立免許出願者の住所及び氏名又は名称

高知市丸ノ内一丁目 2番20号

高知県（高知県知事　濵田　省司）

2　埋立区域

( 1 )　位置

土佐清水市清水字鹿島932番 3地先の公有水面

( 2 )　区域

次に掲げる点 1から点 3までを順次に直線で結んだ線、点

3と点 4とを結ぶ昭和61年の秋分の日の満潮位（ＴＰプラス

0.42メートル）における公有水面と護岸との境界線、点 4と

点 5とを直線で結んだ線及び点 5と点 1とを直線で結んだ線

により囲まれた区域

点 1 　三等三角点唐碆（北緯32度45分43秒4582・東経132

度57分27秒1694）から11度02分34秒1,693.19メートル

の地点

点 2　点 1から116度20分24秒1.48メートルの地点

点 3　点 2から185度03分06秒0.36メートルの地点

点 4　点 3から275度05分17秒84.69メートルの地点

点 5　点 4から 5度01分59秒0.90メートルの地点

( 3 )　面積

75.87平方メートル

3　埋立てに関する工事の施行区域

( 1 )　位置

土佐清水市清水字鹿島932番 2 及び932番 3地先の公有水面

( 2 )　区域

次に掲げる点Ａから点Ｃまでを順次に直線で結んだ線、点

Ｃと点Ｄとを結ぶ昭和61年の秋分の日の満潮位（ＴＰプラス

0.42メートル）における公有水面と護岸との境界線、点Ｄか

ら点Ｆまでを順次に直線で結んだ線及び点Ｆと点Ａとを直線

で結んだ線により囲まれた区域

点Ａ　三等三角点唐碆（北緯32度45分43秒4582・東経132

度57分27秒1694）から11度34分40秒1,706.02メートル

の地点

点Ｂ　点Ａから180度41分36秒20.00メートルの地点

点Ｃ　点Ｂから245度05分25秒20.00メートルの地点

点Ｄ　点Ｃから275度05分19秒94.91メートルの地点

点Ｅ　点Ｄから342度11分25秒20.00メートルの地点

点Ｆ　点Ｅから 5度05分15秒7.48メートルの地点

( 3 )　面積

2,952.09平方メートル

4　埋立地の用途

ふ頭用地

5　出願年月日

令和 7年 4月28日

公 告

クリーニング業法（昭和25年法律第207号）第 7 条第 1 項の規

定により、令和 7年度クリーニング師試験を次のとおり行う。

令和 7年 6月20日

高知県知事　濵田　省司

1　試験の日時

令和 7年 9月 4日（木）午前 9時から

2　試験の場所

高知市丸ノ内二丁目 4－ 1　高知県保健衛生総合庁舎

3　受験資格 

次のいずれかに該当する者であること。

( 1 )　学校教育法（昭和22年法律第26号）第57条に規定する

高等学校の入学資格を有する者

( 2 )　旧国民学校令（昭和16年勅令第148号）による国民学

校の高等科を修了した者若しくは旧中等学校令（昭和18年

勅令第36号）による中等学校の 2年の課程を終わった者又

は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以

上の学力があると認められる者

4　受験願書及び添付書類

( 1 )　受験願書（県所定の様式によること。）

( 2 )　履歴書（最終学歴を明記すること。）

( 3 )　受験資格を証明する書類又はその写し（氏名に変更が

あっているときは、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍記載事

項証明書（外国人にあっては、戸籍の謄本若しくは抄本又は
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戸籍記載事項証明書に代えて、住民基本台帳法（昭和42年法

律第81号）第30条の45に規定する国籍等の記載のある住民票

の写しその他氏名に変更があっていることを証明することが

できる書類）

( 4 )　写真（出願前 6 月以内に脱帽して正面から撮影した縦

4.5センチメートル、横3.5センチメートルの大きさのもの

で、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの）

5　受験願書の配付場所

県内各福祉保健所及び高知県健康政策部薬務衛生課並びに高

知市保健所

6　受験願書の受付期間

令和 7年 7月 7日（月）から同月28日（月）まで。ただし、

郵送による場合は、令和 7年 7月28日付けの消印のあるものま

で受け付ける。

7　受験願書の提出先

( 1 )　県内に居住する者は、住所地又はクリーニング所の所在

地を所管する福祉保健所（当該住所地又はクリーニング所の

所在地が高知市である場合にあっては、高知市保健所）

( 2 )　県外に居住する者は、高知県健康政策部薬務衛生課（高

知市丸ノ内一丁目 2－20）

8 　試験科目

( 1 )　衛生法規に関する知識

( 2 )　公衆衛生に関する知識

( 3 )　洗濯物の処理に関する知識及び技能

9　試験手数料

7,000円（高知県収入証紙を受験願書に貼り付けること。）

入 札 公 告

政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般

競争入札に付する。

令和 7年 6月20日

高知県知事　濵田　省司

1　入札に付する事項

( 1 )　特定役務の名称及び数量

水産振興部オフィス什器等整備委託業務　一式

( 2 )　特定役務の特質等

入札説明書による。

( 3 )　特定役務の履行期間

特定役務に係る契約の締結の日から令和 8年 1月30日まで

( 4 )　納入場所

高知市丸ノ内一丁目 7番52号

高知県庁西庁舎 6階　高知県水産振興部

( 5 )　入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に 1

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載

すること。

2　入札参加資格

次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、 4の( 3 )により事前

にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた

者は、この一般競争入札に参加することができる。

( 1 )　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

4の規定に該当しない者であること。

( 2 )　高知県における「令和 6年度～令和 8年度競争入札参

加資格者登録名簿（物品購入等関係）」に登録されている

者であること。

( 3 )　この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物

品購入等関係指名停止要領（平成 7 年12月高知県告示第

638号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者であ

ること。

( 4 )　 4の( 3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があ

ることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和 6

年度から令和 8年度までに県が発注する物品の購入又はサ

ービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加

者の資格等（令和 5 年 9 月高知県告示第638号。以下「告

示」という。）第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けていない者であること

又は告示第 1の 2の( 9 )に該当しない者であること。

( 5 )　( 1 )から( 4 )までに掲げるもののほか、入札説明書に

示した入札参加資格要件を満たす者であること。

3　契約条項を示す場所等

( 1 )　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合

わせ先

郵便番号780－0850

高知市丸ノ内一丁目 7番52号

高知県水産振興部水産政策課

電話番号088－821－4065

( 2 )　入札説明書の交付方法

ア　手渡しによる交付の場合

令和 7 年 6 月20日（金）から同年 7 月10日（木）まで

（日曜日及び土曜日を除く。）の午前 9時から午後 5時ま

で（午後零時から午後 1時までの間を除く。）の間に( 1 )

の交付場所で交付する。

イ　ダウンロードによる交付の場合

令和 7年 6月20日午前 9時から同年 7月10日午後 5時ま

での間に高知県水産振興部水産政策課のホームページ

（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040000/

040101/）で交付する。

( 3 )　入札及び開札の日時及び場所

ア　日時

令和 7年 7月31日（木）午前10時

郵送による場合は、書留郵便によるものとし、令和 7年

7月30日（水）午後 4時までに( 1 )の入札説明書の交付場

所に必着すること。

イ　場所

高知市丸ノ内一丁目 7番52号　高知県庁西庁舎 1階　会

議室

4　その他

( 1 )　入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

( 2 )　入札保証金及び契約保証金

高知県契約規則（昭和39年高知県規則第12号。以下「規

則」という。）第 9条、第10条、第39条及び第40条の規定に

よる。

( 3 )　入札に参加を希望する者に求められる事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示

した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を令和 7

年 7月10日午後 5時までに 3の( 1 )の入札説明書の交付場所

に提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確

認を受けなければならない。また、開札の日までの間におい

て、知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、これ

に応じなければならない。

( 4 )　入札の無効

この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、

入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その

他規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とす

る。

( 5 )　落札者の決定方法等

規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日

までの間に、告示第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第 1の 2

の( 9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないも

のとする。

( 6 )　手続における交渉の有無

無

( 7 )　契約書作成の要否

要

( 8 )　資格審査に関する事項

2の( 2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
1
0
7
4
6
号

令
和

7
年

6
月
2
0
日
（
金
曜
日
）
　

55

一般競争入札に参加を希望するものは、知事が定める申請書

に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務センターに

提出すること。ただし、令和 7年 6月26日（木）午後 5時ま

でに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参

加資格が与えられない。また、同日までに申請を行った場合

でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に係る入

札参加資格が与えられないことがある。

なお、申請書を紙媒体で提出するときは、この入札公告の

日、入札の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書す

るとともに、当該事項を申し出ることとし、申請書を電子申

請システムにより提出するときは、この入札公告の日、入札

の件名及び入札の日時を当該申請書の備考欄に入力するとと

もに、当該事項を連絡すること。

( 9 )　関連情報を入手するための照会窓口

3の( 1 )に同じ。

(10)　詳細は、入札説明書による。

5　Summary

( 1 )　Nature and quantity of the services to be 

procured: Maintenance of office furniture and fixtures 

for Department of Fisheries 1 set 

( 2 )　Deadline for the submission of documents to 

certify the qualification: 5:00 P.M. on Thursday　10  

July 2025

( 3 )　Date and time for tender (by hand): 10:00 A.M. on 

Thursday 31 July 2025

( 4 )　Date and time for tender (by registered mail): To 

arrive at the division noted in (5) by 4:00 P.M. on 

Wednesday 30 July 2025

( 5 )　Contact:Fisheries Policy Division, Department of 

Fisheries, Kochi Prefectural Government, 1-7-52 

Marunouchi, Kochi, City, Kochi, 780-0850, Japan

Tel: 088-821-4605

( 6 )　Others: As in the tender documentation
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